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　２０１５年度年末手当について、本日第３回目の交渉があり、
ＪＲ東日本より、基準内賃金×３．１８箇月分の回答が示されま
した。
　国労としては、「対前年（３．１２箇月）を上回っている点、私
たちの求めた指定日に支払われる点については評価できるもの
の、過去最高となった中間決算、相次ぐ事故に対する復旧、信頼
回復に向け奮闘する社員の事を考えた時に評価が低く、モチベー
ションへの配慮の観点から考慮が必要」ということから再考を求
め、持ち帰り検討としました。


